
これまでの取組状況 当面（今年度中）の取組 予算措置状況
期待される効果・
達成すべき目標

（１）災害に強い地域づくり

金融庁

○　平成23年度より、東日本大震災の影響によって既往
債務を弁済できなくなった被災者（個人債務者）の債務整
理を円滑に進めるため、民間の自主ルールである「個人
債務者の私的整理に関するガイドライン」（平成23年7月
15日策定）の運用支援として、被災した債務者が、同ガイ
ドラインを利用する際の弁護士費用等を補助するととも
に、同ガイドラインの周知広報を実施
○　令和元年度においても、被災した債務者が同ガイドラ
インを利用する際の弁護士費用等を補助するとともに、マ
スメディアを活用したガイドラインの周知広報を実施した
ほか、地方公共団体、弁護士会、金融機関等と連携した
無料相談会等を実施
○　これまでに、1,372件の債務整理が成立（令和２年３月
31日時点）

○　被災した債務者が個人版
私的整理ガイドラインを利用す
る際の弁護士費用等の補助
○　東日本大震災・自然災害被
災者債務整理ガイドライン運営
機関等と連携した周知広報を
引き続き実施

○　個人債務者私
的整理支援事業費
補助金及び被災者
支援施策に係る周
知広報経費　0.7百
万円【復興特会】

○　ガイドラインの運用支援を
引き続き実施することにより、ガ
イドラインによる債務整理が円
滑に進み、被災者の方々が新
たな生活に向けて再スタートを
切る一助となることが期待され
る。
○　なお、当該施策は民間当事
者間の合意によるものであるこ
とから、定量的効果を示すこと
は困難。

国土交通
省

○　平成21年度補正予算（第１号）、平成22年度当初予
算及び補正予算（第２号）、平成23年度当初予算、中小住
宅生産者により供給される地域材等を活用した木造の長
期優良住宅の建設に対する補助を全国で実施。
○　平成23年度補正予算（第３号）により、東日本大震災
の被災地において同様の補助を実施。
○　平成24年度～令和元年度当初予算及び平成26年度
～平成28年度補正予算により、地域材等資材供給から
設計・施工に至る関連事業者からなるグループによる木
造の長期優良住宅等の建設等に対する補助を全国で実
施。

○　東日本大震災の被災地を
はじめとした全国の各地域にお
いて、地域における木造住宅
の生産体制を強化し、環境負
荷の低減を図るため、流通事
業者、建築士、中小工務店等
が連携して取り組む木造の長
期優良住宅、ゼロ・エネルギー
住宅、性能向上計画認定住宅
及び認定低炭素住宅並びに認
定低炭素建築物等の一定の良
質な建築物（非住宅）の建設及
び省エネ改修等に対して補助
を実施。

・地域型住宅グリー
ン化事業135億円
の内数（令和２年度
予算）

○　将来にわたって継続され
る、地域における木造住宅生
産・維持管理体制が構築される
とともに、被災者の恒久的な住
まいの確保にも資する。
○　新築住宅における認定長
期優良住宅の割合
　11.3％（平成26年度）→20％
（令和７年度）

各府省の復興施策の取組状況の取りまとめ-公共インフラ以外の復興施策-

(ⅰ,ⅴ関連)
木造の長期優良住
宅等の供給

復興施策 担当
省庁

　④被災者の居住の安定確保

（ⅱ関連）
個人版私的整理ガイ
ドラインの運用支援



国土交通
省

○　（独）住宅金融支援機構が行う災害復興住宅融資（災
害復興宅地融資を含む。）において融資金利の引下げ
（当初５年間は０％等）等の実施。
　受理件数：20,510件　実行件数：17,245件（令和２年３月
末時点）
○　（独）住宅金融支援機構の既往貸付者に係る返済期
間等の延長及び払込猶予期間中の金利引下げ措置の実
施。
　承認件数：6,200（令和２年３月末時点）
○　（独）住宅金融支援機構の既往貸付者に係る「個人債
務者の私的整理に関するガイドライン」に沿った既往債務
の負担軽減のための適切な措置を実施。
　債務整理の同意件数：361（令和２年３月末時点）

○　引き続き、制度の周知徹底
を図り、利用者のニーズを踏ま
えながら、適確に上記の措置を
実施する。

－
○　災害復興住宅融資等によ
り、被災者の自力での住宅の再
建等を支援。

（ⅳ,ⅱ関連）
災害復興住宅融資
等の実施


